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平成30年度

16単位未満による除籍、再入学申請期限のここが変わる！

・・・

再入学不可

・・
再入学不可

修

学 

再入学に当たっての申請期限は、退学後又は除籍後４年以内となる。 
申請期限  前学期：2月10日まで  後学期：8月10日まで 

再入学の申請期限 

除 
籍 

年間修得単

位が16単位

未満 

～平成29年度 

指定の期日までに「修学継続届」を当該学

部長へ提出することにより、次年度も継続

して修学が可能 

指定の期間までに「修学継続届」の 
提出がない場合は除籍 

従来どおり 

再入学 
申請可 

再度、修得単

位が16単位

未満の場合 

除

籍 
再入学 
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単位が16
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■16単位未満による除籍 

■再入学申請期限 

不本意にも16単位未満ではあったが、次年

度も継続して修学の意思を有する学生 

平成３０年度以降の入学者が対象 
ここが

変わる 

～平成29年度までの入学者 

平成３０年４月以降の全学生が対象 

教育の空白

を作らない 

修得単位が

16単位未満 
除

籍 

修得単位が

16単位未満 
除

籍 

    権利を行使しない学生 
※再入学した者は、「修学継続届」を提出することはできない。 

１ 

２ 

ここが

変わる 

１回限り 

除

籍 

                             再入学申請の期限なし（平成29年度までの入学者が対象） 

従来どおり 


	16単位未満関係（冊子用）

